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政
府
は
６
月
１２
日
、
全
閣
僚
で

構
成
す
る
地
方
分
権
改
革
推
進
本

部
（
本
部
長
�
麻
生
太
郎
・
内
閣

総
理
大
臣
）
の
会
合
を
首
相
官
邸

で
開
催
し
た
。

会
合
の
柱
は
、
地
方
分
権
改
革

推
進
委
員
会
が
６
月
５
日
に
ま
と

め
た
「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見

直
し
に
係
る
第
３
次
勧
告
に
向
け

た
中
間
報
告
」
。
中
間
報
告
を
受

け
今
後
、
政
府
の
改
革
推
進
に
向

け
た
取
り
組
み
方
針
を
確
認
す
る

こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
。

会
合
で
は
丹
羽
宇
一
郎
・
委
員

長
が
、
年
内
実
施
の
第
３
次
勧
告

に
は
「
施
設
・
公
物
設
置
管
理
の

基
準
の
義
務
付
け
�
条
例
へ
の
委

任
措
置
等
を
講
ず
る
」
「
協
議
、

同
意
、
許
可
・
認
可
・
承
認
の
義

務
付
け
�
一
定
類
型
に
該
当
す
る

場
合
限
定
で
許
容
」
「
計
画
等
の

策
定
及
び
そ
の
手
続
き
の
義
務
付

け
�
一
定
類
型
に
該
当
す
る
場
合

を
除
き
廃
止
。
努
力
義
務
化
、
例

示
等
に
よ
る
奨
励
へ
移
行
」
の
方

針
で
臨
む
と
説
明
し
た
。

説
明
を
受
け
麻
生
総
理
は
「
同

委
員
会
の
第
３
次
勧
告
に
向
け
た

審
議
に
対
し
、
政
府
を
挙
げ
て
協

力
」「
既
に
勧
告
さ
れ
た
事
項
は
、

年
内
の
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画

策
定
と
年
度
内
の
新
分
権
一
括
法

提
出
に
向
け
、
作
業
を
一
層
加
速

化
」
と
発
言
。
具
体
的
成
果
を
出

す
た
め
、
各
閣
僚
の
政
治
的
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
を
求
め
た
。

第
２９
次
地
方
制
度
調
査
会
は
６

月
１６
日
、
東
京
・
グ
ラ
ン
ド
ア
ー

ク
半
蔵
門
で
第
４
回
総
会
を
開

き
、
「
今
後
の
基
礎
自
治
体
及
び

監
査
・
議
会
制
度
の
あ
り
方
に
関

す
る
答
申
」
を
ま
と
め
た
。

こ
の
日
の
総
会
に
は
、
本
会
の

会
長
就
任
に
伴
い
、
同
調
査
会
の

委
員
に
就
任
し
た
五
本
幸
正
・
富

山
市
議
会
議
長
が
出
席
。
五
本
会

長
は
、
�
市
町
村
合
併
を
含
め
た

基
礎
自
治
体
の
あ
り
方
�
監
査
機

能
の
充
実
・
強
化
�
議
会
制
度
の

あ
り
方
―
―
の
３
章
立
て
で
構
成

さ
れ
て
い
る
答
申
案
の
う
ち
、
第

２
章
と
第
３
章
に
つ
い
て
、
特
に

意
見
を
述
べ
た
。

ま
ず
、
第
２
章
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
焦
点
と
な
っ
て
き
た
議

選
監
査
委
員
の
取
り
扱
い
を
巡

り
、
「
監
査
委
員
を
公
選
に
よ
り

選
出
す
る
こ
と
も
含
め
て
引
き
続

き
検
討
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

「
今
後
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

自
治
体
の
実
情
に
即
し
た
実
効
性

あ
る
監
査
機
能
の
充
実
」
が
果
た

さ
れ
る
よ
う
、
留
意
を
促
し
た
。

本
会
で
は
、
議
選
監
査
委
員
廃

止
に
つ
い
て
「
法
律
で
一
律
に
禁

止
す
る
の
で
は
な
く
、
監
査
委
員

を
選
任
す
る
か
ど
う
か
も
、
議
会

の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
」
と
の
立

場
を
保
持
し
て
き
た
。
結
局
、
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
答
申
で
は
「
引

き
続
き
検
討
」
の
ま
ま
と
な
っ
た

が
、
第
３０
次
以
降
の
地
制
調
審
議

に
釘
を
刺
し
た
格
好
と
な
っ
た
。

ま
た
、
第
３
章
で
は
、
「
契
約

の
締
結
及
び
財
産
の
取
得
・
処
分

に
係
る
議
決
事
件
の
拡
大
」
「
議

会
に
経
営
状
況
の
報
告
を
要
す
る

法
人
の
範
囲
の
拡
大
」
な
ど
本
会

が
、
こ
れ
ま
で
に
求
め
て
き
た
事

項
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
受

け
、
五
本
会
長
は
評
価
し
た
。

し
か
し
「
議
長
へ
の
議
会
招
集

権
の
付
与
」
に
つ
い
て
は
、
「
議

長
の
臨
時
会
招
集
権
の
運
用
状
況

を
見
な
が
ら
、
な
お
引
き
続
き
検

討
」
と
さ
れ
た
。
我
が
国
の
地
方

自
治
制
度
は
、
二
元
代
表
制
を
採

用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

議
会
自
ら
が
議
会
を
招
集
で
き
な

い
現
状
は
、
極
め
て
不
自
然
。
そ

こ
で
五
本
会
長
は
、
議
会
招
集
権

を
今
後
の
課
題
と
し
、
速
や
か
に

実
現
す
る
よ
う
求
め
た
。

な
お
、
答
申
は
、
同
日
の
う
ち

に
片
山
善
博
・
副
会
長
（
慶
應
義

塾
大
学
教
授
）
、
林
宜
嗣
・
専
門

小
委
員
会
委
員
長
（
関
西
学
院
大

学
教
授
）
が
首
相
官
邸
を
訪
れ
、

麻
生
総
理
へ
手
交
さ
れ
た
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1728号６月２５日平成21年
（2009年）

地地
制制
調調
がが
答答
申申
まま
とと
めめ
るる

総
会
終
了
後
、そ
の
日
の
う
ち
に
麻
生
総
理
へ

具具体体的的成成果果にに向向けけ全全閣閣僚僚へへ

総総理理がが指指示示
地方分権改革推進本部で

【上写真】地制調総会で
は、麻生総理への答申に
向け、最終的な意見交換
が行われた（左から五本
本会会長、大野県議長会
会長、林小委員長、倉田
総務副大臣、片山副会長）
【右写真＝内閣広報室提
供】総会終了後、即日の
うちに片山副会長から、
取りまとめられた答申が
麻生総理へ手交された

（１） 平成２１年６月２５日 第１７２８号



平
成
２０
年
３
月
に
中
学
校
の
学

習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
武
道
が
必
修
化
さ
れ
ま

し
た
。
新
学
習
指
導
要
領
が
完
全

に
実
施
さ
れ
る
の
は
、
２４
年
度
か

ら
。
完
全
実
施
を
迎
え
る
と
、
中

学
校
に
通
う
全
て
の
１
年
生
と
２

年
生
は
、
剣
道
や
柔
道
を
学
ぶ
こ

と
と
な
り
ま
す
。

武
道
の
安
全
か
つ
円
滑
な
実
施

の
た
め
に
は
、
指
導
者
の
養
成
、

用
具
等
の
整
備
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
武
道
場
の
整
備
も

安
全
性
を
確
保
す
る
う
え
で
は
、

欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

武
道
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
文
部
科
学
省
が

「
安
全
・
安
心
な
学
校
づ
く
り
交

付
金
」
を
活
用
し
、
整
備
費
の
３

分
の
１
を
補
助
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
武
道
の
必
修
化
は
３
年

後
に
迫
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
武

道
場
の
整
備
が
急
が
れ
る
状
況
に

あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
文
科
省
で
は
、
武
道
場

の
新
築
に
あ
た
り
、
２１
年
度
予
算

で
同
交
付
金
総
額
と
し
て
４０
億
円

を
確
保
。
さ
ら
に
、
補
助
率
に
つ

い
て
も
２
分
の
１
に
ま
で
引
き
上

げ
、
市
町
村
の
負
担
を
よ
り
一

層
、
軽
減
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
２１
年
度
補
正
予
算
の
成

立
に
伴
い
、
同
交
付
金
は
４５
億
円

へ
と
拡
充
さ
れ
た
ほ
か
、
内
閣
府

計
上
の
「
地
域
活
性
化
・
公
共
投

資
臨
時
交
付
金
」
も
新
設
さ
れ
、

市
町
村
へ
の
支
援
策
が
強
化
さ
れ

ま
し
た
。

公
共
投
資
臨
時
交
付
金
は
、
武

道
場
の
新
築
に
対
し
て
も
活
用
が

可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
「
安
全
・
安
心
な
学
校
づ

く
り
交
付
金
」
「
地
域
活
性
化
・

公
共
投
資
臨
時
交
付
金
」
を
併
用

し
た
場
合
、
市
町
村
の
事
業
費
負

担
額
は
、
総
額
の
５
％
程
度
に
ま

で
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
�
イ
メ
ー
ジ
は
左
上
掲
の

「
中
学
校
武
道
場
（
新
築
）
に
関

す
る
地
方
負
担
」
の
と
お
り
。

文
科
省
で
は
現
在
、
武
道
の
必

修
化
を
提
案
し
た
中
教
審
答
申
、

答
申
を
受
け
策
定
さ
れ
た
教
育
基

本
計
画
に
基
づ
き
、
武
道
場
整
備

な
ど
へ
の
支
援
に
力
を
注
い
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
記
事
を
ご
覧
の
方
々
で
、

自
ら
の
市
区
内
の
中
学
校
に
お
い

て
、
武
道
場
新
築
の
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
る
場
合
、
文
科
省
へ
問
い

合
わ
せ
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少

年
局
企
画
・
体
育
課
施
設
係

�
０
３
‐
６
７
３
４
‐
２
６
７
２

（参考）
中学校保健体育における武道の必修化について

平成１８年１２月 教育基本法改正
○教育の目標として、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでき
た我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和
と発展に寄与する態度を養うこと。」と規定される。

平成２０年１月 中央教育審議会答申
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要
領等の改善について（答申）」

�体育、保健体育
（�）改善の基本方針
○武道については、その学習を通じて我が国固有の伝統と文化
に、より一層触れることができるよう指導の在り方を改善す
る。

（�）改善の具体的事項
（中学校：保健体育）
（ア）体育分野については、小学校高学年からの接続及び発達の
段階のまとまりを踏まえ、体育分野として示していた目標及び
内容を、「第１学年及び第２学年」と「第３学年」に分けて示
すこととする。また、多くの領域の学習を十分させた上で、そ
の学習体験をもとに自らがさらに探求したい運動を選択できる
ようにするため、第１学年及び第２学年で、「体つくり運動」、
「器械運動」、「陸上競技」、「水泳」、「球技」、「武道」、
「ダンス」及び知識に関する領域をすべて履修させ、第３学年
では「体つくり運動」及び知識に関する領域を履修させるとと
もに、それ以外の領域を対象に選択して履修させることを開始
する。第３学年における選択については、運動に共通する特性
や魅力に応じて、「器械運動」、「陸上競技」、「水泳」、「ダ
ンス」のまとまりと「球技」、「武道」のまとまりからそれぞ
れ選択して履修することができるようにする。（省略）
なお、すべての生徒に履修させることとなる「武道」と「ダ

ンス」については、これまで以上に安全の確保に留意するとと
もに、必要な条件整備に努めるなどの取組が必要である。

�
平成２０年 ３月 中学校学習指導要領改訂

中学校における武道の必修化

平成２０年 ７月 教育振興基本計画
○中学校保健体育の武道必修化に伴う施設整備や教員研修（中略）を
支援する。

�
指導者、施設、用具等の条件整備

平成２４年度～ 中学校学習指導要領完全実施

平平成成２２４４年年度度かからら
武武道道がが必必修修化化
全ての中学１・２年生が対象

文
科
省
が
武
道
場

整
備
で
助
成
措
置

第１７２８号 平成２１年６月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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▼
議
長

▽
栗
原

加
藤
雄
八
郎（
５
・
１
）

▽
伊
豆
の
国
土
屋
源
由（
５
・
１
）

▽
関

佐
藤
善
一（
５
・
１
）

▽
朝
倉

柴
田
裕
隆（
５
・
１
）

▽
豊
後
大
野
生
野
照
雄（
５
・
１
）

▽
大
町

荒
澤

靖（
５
・
７
）

▽
大
和

松
川

清（
５
・
７
）

▽
大
垣

野
村

弘（
５
・
７
）

▽
桜
井

札
辻
輝
已（
５
・
７
）

▽
美
作

万
殿
紘
行（
５
・
７
）

▽
延
岡

後
藤
哲
朗（
５
・
７
）

▽
坂
井

大
和
久
米
登（
５
・
８
）

▽
鶴
ヶ
島

藤
原
建
志（
５
・
８
）

▽
御
所

下
村
紘
一（
５
・
８
）

▽
津
山

森
下
寛
明（
５
・
８
）

▽
三
原

�
下
正
則（
５
・
８
）

▽
丸
亀

�
木
新
仁（
５
・
８
）

▽
郡
山

熊
谷
和
年（
５
・
１１
）

▽
諏
訪

小
林
佐
敏（
５
・
１１
）

▽
横
須
賀

山
下

薫（
５
・
１１
）

▽
沼
田

布
施
辰
二
郎（
５
・
１１
）

▽
茂
原

常
泉
健
一（
５
・
１１
）

▽
山
武

行
木
三
郎（
５
・
１１
）

▽
春
日
井

梶
田
晃
男（
５
・
１１
）

▽
安
城

神
谷
清
隆（
５
・
１１
）

▽
大
府

久
野
喜
孝（
５
・
１１
）

▽
美
濃

市
原
鶴
枝（
５
・
１１
）

▽
土
岐

宮
地
順
造（
５
・
１１
）

▽
木
津
川

中
野
重
�（
５
・
１１
）

▽
生
駒

中
谷
尚
敬（
５
・
１１
）

▽
西
条

楠

學（
５
・
１１
）

▽
田
川

高
瀬
春
美（
５
・
１１
）

▽
日
田

杉
野
義
光（
５
・
１１
）

▽
佐
伯

小
野
宗
司（
５
・
１１
）

▽
須
賀
川

渡
辺
忠
次（
５
・
１２
）

▽
小
千
谷

風
間
順
一（
５
・
１２
）

▽
砺
波

山
田
幸
夫（
５
・
１２
）

▽
か
ほ
く

杉
本
成
一（
５
・
１２
）

▽
飯
田

中
島
武
津
雄（
５
・
１２
）

▽
茅
野

島
立
雄
幸（
５
・
１２
）

▽
塩
尻

塩
原
政
治（
５
・
１２
）

▽
佐
久

並
木
茂
徳（
５
・
１２
）

▽
南
足
柄

服
部
俊
作（
５
・
１２
）

▽
佐
野

笠
原
敏
夫（
５
・
１２
）

▽
鴻
巣

岡
崎
清
敏（
５
・
１２
）

▽
磐
田

八
木
啓
仁（
５
・
１２
）

▽
津
島

加
藤
忠
篤（
５
・
１２
）

▽
犬
山

稲
垣
民
夫（
５
・
１２
）

▽
江
南

木
本
恵
造（
５
・
１２
）

▽
岩
倉

岸

孝
之（
５
・
１２
）

▽
高
山

蒲

建
一（
５
・
１２
）

▽
多
治
見

岡
田
智
彦（
５
・
１２
）

▽
泉
大
津

清
水

勝（
５
・
１２
）

▽
上
天
草

堀
江
隆
臣（
５
・
１２
）

▽
竹
田

荒
巻
文
夫（
５
・
１２
）

▽
登
米

星

順
一（
５
・
１３
）

▽
十
日
町

涌
井

充（
５
・
１３
）

▽
糸
魚
川

倉
又

稔（
５
・
１３
）

▽
駒
ヶ
根

木
下
力
男（
５
・
１３
）

▽
茅
ヶ
崎

中
嶋
晧
夫（
５
・
１３
）

▽
太
田

高
橋
美
博（
５
・
１３
）

▽
日
高

齋
藤
忠
芳（
５
・
１３
）

▽
瀬
戸

島
倉

誠（
５
・
１３
）

▽
碧
南

倉
内
成
幸（
５
・
１３
）

▽
北
名
古
屋
太
田
考
則（
５
・
１３
）

▽
山
県

後
藤
利
�（
５
・
１３
）

▽
西
海

中
野
良
雄（
５
・
１３
）

▼
副
議
長

▽
栗
原

小
岩
孝
一（
５
・
１
）

▽
東
松
島五

ノ
井
惣
一
郎（
５
・
１
）

▽
関

市
川
隆
也（
５
・
１
）

▽
朝
倉

舟
木
正
之（
５
・
１
）

▽
大
野
城

香
野
信
儀（
５
・
１
）

▽
豊
後
大
野
首
藤
正
光（
５
・
１
）

▽
大
町

大
厩
富
義（
５
・
７
）

▽
大
和

菊
地

弘（
５
・
７
）

▽
大
垣

中
沢
清
子（
５
・
７
）

▽
桜
井

土
家
靖
起（
５
・
７
）

▽
美
作

道
上
政
男（
５
・
７
）

▽
延
岡

内
田
喜
基（
５
・
７
）

▽
坂
井

前
川
重
雄（
５
・
８
）

▽
鶴
ヶ
島
五
伝
木
隆
幸（
５
・
８
）

▽
御
所

米
田
絹
代（
５
・
８
）

▽
津
山

川
端
恵
美
子（
５
・
８
）

▽
三
原

白
須

均（
５
・
８
）

▽
丸
亀

高
木
康
光（
５
・
８
）

▽
郡
山

会
田
遠
長（
５
・
１１
）

▽
諏
訪

平
林
治
行（
５
・
１１
）

▽
国
分
寺

川
合
洋
行（
５
・
１１
）

▽
横
須
賀

渡
辺
和
俊（
５
・
１１
）

▽
沼
田

石
田
宇
平（
５
・
１１
）

▽
茂
原

深
山
和
夫（
５
・
１１
）

▽
山
武

�
橋

忠（
５
・
１１
）

▽
春
日
井

後
藤
正
夫（
５
・
１１
）

▽
安
城

近
藤
正
俊（
５
・
１１
）

▽
大
府

高
池
文
夫（
５
・
１１
）

▽
美
濃

太
田
照
彦（
５
・
１１
）

▽
土
岐

山
内
房
壽（
５
・
１１
）

▽
木
津
川

片
岡

�（
５
・
１１
）

▽
生
駒

下
村
晴
意（
５
・
１１
）

▽
西
条

大
澤
忠
正（
５
・
１１
）

▽
田
川

竹
内
徹
夫（
５
・
１１
）

▽
日
田

城
野
礼
子（
５
・
１１
）

▽
佐
伯

宮
脇
保
芳（
５
・
１１
）

▽
白
河

山
口
耕
治（
５
・
１２
）

▽
須
賀
川

村
山
廣
嗣（
５
・
１２
）

▽
小
千
谷

岩
渕

清（
５
・
１２
）

▽
魚
津

浦
崎
将
隆（
５
・
１２
）

▽
砺
波

井
上
五
三
男（
５
・
１２
）

▽
か
ほ
く

金
田
正
信（
５
・
１２
）

▽
飯
田

清
水
可
晴（
５
・
１２
）

▽
茅
野

細
川
治
幸（
５
・
１２
）

▽
塩
尻

中
原
巳
年
男（
５
・
１２
）

▽
佐
久

和
嶋
美
和
子（
５
・
１２
）

▽
南
足
柄
保
田
建
一
郎（
５
・
１２
）

▽
佐
野

蓼
沼
一
弘（
５
・
１２
）

▽
鴻
巣

矢
部
一
夫（
５
・
１２
）

▽
磐
田

鈴
木
昭
二（
５
・
１２
）

▽
豊
川

野
中
泰
志（
５
・
１２
）

▽
津
島

後
藤
敏
夫（
５
・
１２
）

▽
江
南

古
田
冨
士
夫（
５
・
１２
）

▽
岩
倉

須
藤
智
子（
５
・
１２
）

▽
高
山

車
戸
明
良（
５
・
１２
）

▽
多
治
見

中
山
勝
子（
５
・
１２
）

▽
泉
大
津
大
久
保

学（
５
・
１２
）

▽
上
天
草

新
宅
靖
司（
５
・
１２
）

▽
竹
田

吉
竹

悟（
５
・
１２
）

▽
登
米

八
木
し
み
子（
５
・
１３
）

▽
糸
魚
川

保
坂
良
一（
５
・
１３
）

▽
駒
ヶ
根

坂
井
昌
平（
５
・
１３
）

▽
茅
ヶ
崎

白
川
静
子（
５
・
１３
）

▽
太
田

伊
藤

薫（
５
・
１３
）

▽
日
高

唐
沢
ア
ツ
子（
５
・
１３
）

▽
瀬
戸

水
野
勝
美（
５
・
１３
）

▽
碧
南

磯
貝
幸
雄（
５
・
１３
）

▽
犬
山

岡

覚（
５
・
１３
）

▽
北
名
古
屋

沢
田
哲（
５
・
１３
）

▽
山
県

影
山
春
男（
５
・
１３
）

▽
井
原

鳥
越
孝
太
郎（
５
・
１３
）

▽
西
海

中
里

悟（
５
・
１３
）

▼
事
務
局
長

▽
札
幌

早
瀬
龍
宏（
４
・
１
）

▽
岩
見
沢

森
本
英
俊（
４
・
１
）

▽
北
斗

菅
藤
邦
夫（
４
・
１
）

▽
新
庄

大
場
和
正（
４
・
１
）

▽
寒
河
江

柏
倉
�
夫（
４
・
１
）

▽
伊
達

�
橋
信
弘（
４
・
１
）

▽
松
本

林

純
一（
４
・
１
）

▽
諏
訪

平
出
善
一（
４
・
１
）

▽
駒
ヶ
根

竹
村

弘（
４
・
１
）

▽
大
町

山
下
鈴
代（
４
・
１
）

▽
昭
島

鈴
木
敏
昭（
４
・
１
）

▽
国
立

武
川
早
苗（
４
・
１
）

▽
中
央

奥
田
春
光（
４
・
１
）

▽
目
黒

伊
藤
和
彦（
４
・
１
）

▽
世
田
谷

河
上
二
郎（
４
・
１
）

▽
茅
ヶ
崎

吉
田

学（
４
・
１
）

▽
越
谷

関
根
敏
男（
４
・
１
）

▽
市
川

田
中

彰（
４
・
１
）

▽
習
志
野

山
�
和
男（
４
・
１
）

▽
名
古
屋

伊
藤

彰（
４
・
１
）

▽
鈴
鹿

浅
野
正
士（
４
・
１
）

▽
東
大
阪

竹
内
良
廣（
４
・
１
）

▽
池
田

桶
谷
正
夫（
４
・
１
）

▽
貝
塚

児
玉
和
憲（
４
・
１
）

▽
泉
佐
野

竹
内
延
吉（
４
・
１
）

▽
富
田
林

東

茂
一（
４
・
１
）

▽
大
東

平
井
正
俊（
４
・
１
）

▽
御
所

喜
多
伸
雄（
４
・
１
）

▽
津
山

坂
手
宏
次（
４
・
１
）

▽
三
次

竹
添
隆
樹（
４
・
１
）

▽
萩

三
原
正
光（
４
・
１
）

▽
吉
野
川

藤
井
通
博（
４
・
１
）

▽
大
洲

城
戸
秀
光（
４
・
１
）

▽
宿
毛

岩
本
昌
彦（
４
・
１
）

▽
南
国

小
原
正
子（
４
・
１
）

▽
北
九
州

三
坂
敏
博（
４
・
１
）

▽
大
野
城
二
田
公
一
朗（
４
・
１
）

▽
山
鹿

幸
村
英
星（
４
・
１
）

▽
日
田

藤
井

治（
４
・
１
）

▽
竹
田

後
藤
栄
三（
４
・
１
）

▽
小
林

川
野
隆
志（
４
・
１
）

▽
日
向

坂
本
行
雄（
４
・
１
）

▽
鹿
屋

仮
屋
薗

信（
４
・
１
）

▽
い
ち
き
串
木
野

臼
井
喜
宣（
４
・
１
）

▽
伊
佐

山
下
和
弘（
４
・
１
）

▽
田
川

阿
納

勲（
４
・
１０
）

▽
豊
後
高
田
甲
斐
智
光（
４
・
１６
）

▽
小
松

石
山
雄
一（
５
・
１
）

▽
島
田

鈴
木
昌
之（
５
・
１
）

▽
赤
磐

平
尾
博
文（
５
・
１
）

▽
佐
伯

河
原
盛
喜（
５
・
１
）

議議
会会
人人
事事

（３） 平成２１年６月２５日 第１７２８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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行行
事事
予予
定定

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
会
長
の
三
島
進
・
松
江

市
議
会
議
長
は
６
月
１２
日
、
東
京

・
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
で
開

か
れ
た
自
治
体
病
院
議
員
連
盟

（
会
長
�
津
島
雄
二
・
衆
議
院
議

員
）
の
役
員
会
に
出
席
し
、
自
治

体
病
院
の
経
営
改
善
に
つ
い
て
要

望
し
た
。

地
域
医
療
の
中
核
を
担
っ
て
い

る
自
治
体
病
院
は
、
４
分
の
３
以

上
の
団
体
が
赤
字
経
営
と
な
っ
て

お
り
、
厳
し
い
運
営
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。ま
た
、山
積
す
る
地
域
医

療
問
題
の
中
で
も
、
特
に
勤
務
医

不
足
の
影
響
は
、
診
療
科
の
縮
小

・
廃
止
に
止
ま
ら
ず
、
病
院
が
休

止
や
閉
院
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い

う
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
病
院
協
会
長
の
三
島

・
松
江
市
議
長
は
、
今
後
も
持
続

的
に
良
質
な
医
療
を
地
域
住
民
に

提
供
で
き
る
よ
う
▽
財
政
措
置
の

充
実
・
強
化
▽
地
域
医
療
を
担
う

医
師
の
養
成
▽
勤
務
医
の
労
働
環

境
の
改
善
▽
女
性
医
師
の
働
き
や

す
い
職
場
環
境
の
整
備
―
―
な

ど
、
地
域
医
療
の
再
生
に
向
け
関

係
予
算
の
拡
充
を
訴
え
た
。

当
日
は
、
全
国
自
治
体
病
院
開

設
者
協
議
会
、
社
団
法
人
全
国
自

治
体
病
院
協
議
会
の
代
表
者
ら
が

出
席
し
、
最
優
先
の
重
点
要
望
と

し
て
、
医
師
確
保
対
策
の
実
行
に

要
す
る
財
源
の
確
実
な
確
保
を
求

め
る
と
と
も
に
、
平
成
２２
年
度
診

療
報
酬
改
定
へ
の
重
点
要
望
と
し

て
、
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
抜

本
的
見
直
し
や
、
急
性
期
医
療
の

評
価
見
直
し
な
ど
を
訴
え
た
。

沖沖
縄縄
県県
のの
巻巻

南
国
ら
し
く
、
マ
イ
ペ
ー
ス
で

お
お
ら
か
な
沖
縄
人
。
沖
縄
の
気

風
を
表
現
す
る
言
葉
に
「
テ
ー
ゲ

ー
主
義
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

テ
ー
ゲ
ー
と
は「
お
お
よ
そ
」と
か

「
だ
い
た
い
」「
ほ
ど
ほ
ど
」「
適

当
」
と
い
う
意
味
を
ひ
っ
く
る
め

た
よ
う
な
言
葉
。
台
風
で
屋
根
が

飛
ん
で
も
「
ま
、
い
っ
か
」。待
ち

合
わ
せ
の
時
間
に
少
々
遅
れ
て
も

「
ま
、い
っ
か
」
と
、
悪
く
い
え
ば

い
い
加
減
な
の
だ
が
、
他
人
の
失

敗
に
対
し
て
も「
ま
、い
っ
か
」
と

大
目
に
見
て
し
ま
う
心
の
広
さ
と

優
し
さ
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

沖
縄
に
は
本
州
と
違
う
習
慣
が

数
多
く
あ
る
が
、
な
か
で
も
初
め

て
沖
縄
に
旅
行
し
た
と
き
に
驚
か

さ
れ
る
の
が
、
タ
ク
シ
ー
や
バ
ス

の
停
め
方
で
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
は

運
転
手
と
目
を
合
わ
せ
、
バ
ス
は

手
を
水
平
に
し
て
横
に
上
げ
る
。

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
手
を
上

げ
る
と
い
う
よ
り
、
行
く
手
を
遮

っ
て
車
を
停
め
る
感
じ
と
い
え
ば

わ
か
る
だ
ろ
う
か
？
い
ず
れ
も
ア

イ
コ
ン
タ
ク
ト
が
重
要
と
な
る
。

さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
バ
ス
は

停
留
所
で
待
っ
て
い
て
も
、
手
を

上
げ
な
い
と
素
通
り
し
て
い
っ
て

し
ま
う
の
だ
。
電
車
の
通
っ
て
な

い
沖
縄
は
、
車
社
会
な
の
で
渋
滞

を
緩
和
す
る
た
め
に
、
な
る
べ
く

ロ
ス
を
減
ら
す
た
め
の
習
慣
と
い

わ
れ
て
い
る
。
最
近
は
街
中
な
ど

で
は
バ
ス
・
ス
ル
ー
は
少
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
が
、
覚
え
て
お
か

な
い
と
お
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ
る

の
で
要
注
意
。

ま
た
、
出
生
率
全
国
１
位
の
沖

縄
は
、
結
婚
式
も
派
手
で
、
招
待

客
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
人
。
三

〇
〇
人
く
ら
い
招
待
す
る
の
が
一

般
的
で
、
沖
縄
舞
踊
「
か
ぎ
や
で

風
」
で
始
ま
る
余
興
も
盛
大
。
踊

り
あ
り
、
歌
あ
り
、
芝
居
あ
り
。

そ
れ
も
、
時
間
を
か
け
て
練
習
し

た
凝
っ
た
出
し
物
が
多
い
。
残
業

も
「
余
興
の
練
習
だ
か
ら
」
と
言

え
ば
「
ま
、
い
っ
か
」
と
許
さ
れ

る
。ほ

か
に
も
、
ぜ
ん
ざ
い
と
い
え

ば
、
小
豆
で
は
な
く
、
金
時
豆
を

煮
た
も
の
で
、
か
き
氷
と
一
緒
に

食
べ
る
の
が
一
般
的
。
ま
た
、
桜

と
い
え
ば
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
で
は
な

く
寒
緋
桜
。
一
月
に
咲
く
も
の

で
、
色
は
濃
い
ピ
ン
ク
で
あ
る
。

宴
会
好
き
な
沖
縄
人
だ
が
、
な
ぜ

か
花
見
で
宴
を
す
る
習
慣
は
な

く
、
散
歩
が
て
ら
桜
を
め
で
る
人

が
ほ
と
ん
ど
。

ま
た
、
み
そ
汁
と
い
え
ば
、
本

州
で
は
副
菜
扱
い
だ
が
、
沖
縄
で

は
こ
れ
が
メ
イ
ン
と
な
る
く
ら
い

具
だ
く
さ
ん
。
超
ボ
リ
ュ
ー
ム

で
、
ご
飯
も
つ
い
て
く
る
。
豚
肉

や
野
菜
、豆
腐
、と
き
に
魚
が
丸
ご

と
入
っ
て
く
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

そ
し
て
、
沖
縄
の
一
般
的
な
飲

食
店
は
料
理
一
品
に
つ
き
、
白
い

ご
飯
と
み
そ
汁
（
こ
ち
ら
は
普
通

サ
イ
ズ
）
が
つ
い
て
く
る
の
で
、

「
み
そ
汁
に
ご
飯
と
ゴ
ー
ヤ
チ
ヤ

ン
プ
ル
」
な
ど
と
頼
む
と
途
方
に

暮
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

欧欧
州州
都都
市市
行行
政政

調調
査査
団団
がが
出出
発発

本
会
の
平
成
２１
年
度
欧
州
都
市

行
政
調
査
団
（
団
長
�
大
久
保
真

一
・
松
本
市
議
会
議
員
）
は
７
月

１
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ヴ
リ
―
・

シ
ュ
ル
・
セ
ー
ヌ
市
な
ど
３
カ
国

６
都
市
の
行
政
調
査
に
向
け
出
発

す
る
。

調
査
団
は
、
各
都
市
の
議
会
や

関
係
機
関
を
公
式
訪
問
し
、
地
方

自
治
制
度
や
市
議
会
の
実
態
を
調

査
す
る
と
と
も
に
、
「
都
市
環
境

整
備
（
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
）
」
「
自

然
環
境
保
護
」
「
医
療
保
険
制
度

改
革
」
な
ど
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

各
都
市
の
特
色
あ
る
施
策
等
に
つ

い
て
調
査
を
行
う
。
日
程
等
は
次

の
と
お
り
。

【
調
査
期
間
】

７
月
１
日
（
水
）
〜
９
日
（
木
）

【
参
加
市
数
・
人
数
】

１４
市
・
２０
人

【
主
な
訪
問
先
（
予
定
）
】

▽
フ
ラ
ン
ス
�
イ
ヴ
リ
―
・
シ
ュ

ル
・
セ
ー
ヌ
市
議
会
、
コ
ン
ピ
エ

ー
ニ
ュ
市
、
パ
リ
市
▽
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
�
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
市
議
会

▽
ド
イ
ツ
�
ギ
ー
セ
ン
市
議
会
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
市

▽
７
月
３
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
監
事
会
（
午
後
３
時
半
、

全
国
都
市
会
館
）

▽
７
月
７
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長
・

監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
後
２

時
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
）

▽
７
月
８
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
役
員
会
（
午
後
３
時
、
相

模
原
市
）

財財
政政
措措
置置
強強
化化
をを
要要
望望

三
島
病
院
協
会
長
が
議
連
で

日
本
全
国「
ご
当
地
の
ヒ
ミ
ツ
」

《２》

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

永
浜
敬
子

自
治
体
病
院
議
員
連
盟
役
員
会

で
要
望
す
る
三
島
病
院
協
会
長

（
中
央
、
松
江
市
）

時の話題
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